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   “学生ビザ申請はインターネットで（eVisa）” 
 
下記２点全てに該当される方は、インターネット上で学生ビザ申請（eVisa 申請）を行ってください。ご自身にインターネットの
アクセスがない方は、何らかの方法でアクセスし、ビザ申請をインターネットで行ってください。 
 

eVisa 申請該当者 

１． ビザ申請時に１８歳に達している日本人及びアセスメントレベル１

(www.immi.gov.au/allforms/pdf/1219i.pdf) に規定されている国籍者で 

サブクラス５７６以外の学生ビザ申請をする方 

２． あなた単独のビザ申請であり、あなたの配偶者又はあなたもしくは配偶者の子供を

ビザ申請に含まない方 
 

上記２点全てに該当する方は、eVisa申請を行ってください。eVisa申請にアクセスするためのホームページア

ドレスは、この説明書上部に明記されています。手続きの流れ等の詳細は、この裏面にあるeVisa申請の流

れを参照してください。 

 
上記のうち１点でも該当しない方は、残念ながらeVisa 申請は出来ません。大使館でのビザ申請が必要です。 
 
申請は郵送でのみ受け付けています。 
 
ホームページにある情報(http://www.immi.gov.au/study/index.htm) 、ビザ申請書、その他関連資料等をダウンロード（無
料）し、各自で審査基準や必要書類等をご確認ください。就学別に作成されていた申請書ブックレットは廃止されております。
各自の責任で、該当資料を参照し、審査基準や必要書類等をご確認頂かなければなりません。当大使館では、申請書記入
方法等のお問い合わせは、業務の遅れとなりますのでお答えしておりませんことご了承ください。 
 
インターネットにアクセス出来ない方、申請書がダウンロード出来ない方又は英語に不安のある方は、旅行代理店・留学斡旋
業者等の利用を一考されることをお勧めします。 
 
 

eVisa 申請の流れ 
eVisa 申請はコース開始日の３ヵ月前（９０日前）より申請が可能です。手元に入学許可書のコピー(confirmation of enrolment：COE)

が届いたら、速やかにeVisa 申請を行ってください。ビザ発給までにかかる日数はケースにより異なりますが、受診した健康診断の

結果が指定医より大使館へ届けられた日から約１週間程度で通常ビザ発給が完了しています。申請時に提供した情報に不備が あ

ったり、受診した健康診断の結果を踏まえて本国照会しなければならない場合等は更に審査に日数を要することもあります。余裕

を持ってビザ申請を行ってください。また航空券などの手配はビザが発給されたことを確認してから行うようお勧め致します。 

eVisa申請時に必要なもの  

☆ 就学期間を満たした有効なパスポート。就学予定期間を満たしていない場合は、あなたの居住地を管轄するパスポート

センターに相談し、就学予定期間を満たしたパスポートを取得してからeVisa 申請を行ってください。 



☆ クレジットカード。申請料金はクレジットカード決済のみとなります。Visa, MasterCard, American Express, Diners Club 

International, JCB, Bankcard が使用可能。自分名義でなくても大丈夫です。（例 父親のクレジットカード等。カード名義

人が使用を了承していればどなたのものでも構いません） 

☆ 入学許可書コピー （Confirmation of Enrolment : COE）。   

eVisa申請の手順 

① ホームページにアクセス http://www.dimia.australia.or.jp/evisa.html にある学生ビザ-１８歳以上でアセスメントレベ
ル１に該当する扶養家族をビザ申請に含まない場合のみ  をクリック 

② General Information（一般情報） を読み APPLY ONLINE HERE をクリック 

③ To help determine the appropriate class of visa…のページにある質問に答える 

④ Information ? Please Read First のページを読みAPPLY ONLINE HERE をクリック 

⑤ Terms and Conditions （条件条項）に同意し、STEP１～１０の質問を順に答える 

⑥ STEP10 を終えると、Please check that the information you have provided is correct before you continueの 
ページが表示されます。今まで入力した内容が正しいか確認してください。もし入力ミスがあった場合は該当箇所にある

Click here to edit the following information をクリックし間違っていたものを訂正してください。間違いがなければ最後尾に

あるクレジットカードの詳細を入力しSubmit Application のボタンをクリックして申請を提出してください。申請料金につい

てはForm990i を参照して下さい(http://www.immi.gov.au/allforms/990i.htm)。 

⑦ 上記⑥で申請を完了すると、TRN番号（照会番号）が表示されたページが現れます。TRN番号が与えられたらあなたの
eVisa 申請は正式に受理されことを意味します。TRN番号はeVisa 申請を管理する上で重要な番号です。印刷するか必

ず控えてください。 

⑧ TRN番号を控えたら、同ページに表示されているBefore you exit の欄にあるDownload health form(s) (required)をクリッ
クし、PDF１６０とPDF26両方の用紙をダウンロード・印刷してください。ダウンロードした用紙はForm２６EHとForm１６０EH

となります。これら用紙はあなた専用の健康診断用紙となります。Form26EHは Part A～C（Part D はありません）で構成さ

れた全８ページ、Form160EHは Part A～D（Part E はありません）で構成された全３ページです。印刷したら、各用紙の最

下部にあなたのＴＲＮ番号、生年月日、パスポート番号、パスポート発行国がきちんと印字されているか確認してください。

不鮮明な場合、TRN番号を最下部空欄に自分で記入してください。確認したら、大使館指定病院に予約をし、印刷した

用紙とパスポート原本を持参の上、速やかに受診してください。検査結果は指定病院より大使館へ直送されます。検査結

果が大使館へ届いたかどうかの確認は必要ありません。指定病院のリストは What you need to do の３行目にあるCLICK 

here 又はhttp://www.dimia.australia.or.jp/health/ で確認できます。 

⑨ 上記⑧で健康診断用紙２種類のダウンロード及び印刷を完了したら、Thank you for applying online の下にあるEXIT ボタ
ンを押して eVisa 申請画面を閉じてください。これでeVisa 申請が完了です。ビザ発給可否連絡が来るまでお待ち下さ

い。 

eVisaに関するオーストラリア移民多文化先住民関係省（DIMIA）との連絡方法 

あなたのeVisa 申請の審査は本国パースにあるDIMIA 事務所で行われます。eVisaに関するあなたとDIMIA のやり取りは、あなた

がeVisa 申請中で希望した連絡方法で（e-mail、ファックス、郵送）行われます。もし第３者を代理人として選任したのであれば、その

方宛てに全ての通知が送られます。DIMIA より何らかの問い合わせ等があれば、その指示に従い速やかに手続きを行って下さい。

ビザ発給の条件を全て満たした方には、ビザが許可され、ビザ発給許可通知書(Visa Grant Notification：VGN)が届きます。VGN に

は発給された学生ビザの滞在許可期限や守らなければならない諸条件等が記載されています。eVisa は電子上で許可されるビザ

なので、パスポートにシール等の証明書は一切貼られません。VGN をプリントし携帯してオーストラリアへ渡航することになります。

オーストラリア入国後にパスポート上にシールを貼ってもらう手続き等は一切ありません。 

その他 

オンライン上で審査状況の確認を希望する方、一時保存した申請を再開希望の方、健康診断用紙のダウンロードに失敗し再度ダ

ウンロードが必要な方はwww.immi.gov.au/e_visa/visit.htm のページにあるRelated visa services にアクセスし手続きを行ってくださ

い。申請内容に誤りがあったことが判明した場合は速やかにメールで（eVisa.Students.Helpdesk@immi.gov.au）あなたの名前、生年

月日、パスポート番号、TRN番号を明記の上、要件を簡潔に英語で連絡してください。eVisa申請はパースにあるDIMIA 事務所で

行っておりますので全ての連絡は上記メールアドレス宛てに送って下さい。当大使館では対応出来ません。 

 

 
注意 ここに記載のある情報は法改正等により予告なく変更することもあります。あらかじめご了承下さい。              
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